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○競争参加者資格審査等事務取扱要領 
 

〔平成15年10月１日付け〕 

〔15農畜機第152号-4〕 

改正   平成19年１月31日付け18農畜機第3855号 

                    平成20年３月28日付け19農畜機第4914号 

                   平成23年８月25日付け23農畜機第2238号 

平成23年９月28日付け23農畜機第2792号 

平成24年３月23日付け23農畜機第5068号 

平成26年12月８日付け26農畜機第3754号 

平成27年４月１日付け26農畜機第5824号 

平成28年３月31日付け27農畜機第5928号 

平成28年11月１日付け28農畜機第3790号 

平成29年２月24日付け28農畜機第5800号 

平成29年９月７日付け29農畜機第2986号 

平成29年９月29日付け29農畜機第3522号-1 

平成29年11月６日付け29農畜機第4021号-1 

令和元年10月１日付け元農畜機第3911号-2 

令和２年３月30日付け元農畜機第8095号-3 

令和４年１月 26 日付け３農畜機第 5487 号 

令和７年３月 17 日付け６農畜機第 8200 号 

令和８年３月 24 日付け７農畜機第 8431 号 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 独立行政法人農畜産業振興機構契約事務細則（平成 15 年 10 月 1 日付

け 15 農畜機第 152 号-2。以下「契約事務細則」という。）第６条の規定に基

づく競争参加者等の資格の認定等については、この要領の定めるところによ

る。 

（競争参加者資格の設定） 

第２条 契約事務責任者は、次に掲げる契約の種類ごとに、競争参加者に必要

な資格を設定するものとする。ただし、特に必要がある場合には、次に掲げ

る契約の種類以外の種類について資格を設定することができるものとする。 

（１）建設工事契約（建設業法（昭和 24 年法律第 100 号)第２条に規定する

建設工事に関する契約をいう。以下同じ。） 

（２）物品の製造契約 

（３）物品の購入契約 
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（４）測量・建設コンサルタント等契約（調査、測量及び設計に関する契約

をいう。以下同じ。） 

（５）役務等契約 

２ 前項各号に掲げる契約に係る業種の区分については、別表に掲げるところ

によるものとする。 

３ 第１項の資格は、契約の種類ごとに、契約の予定価格に応じて区分した等

級別に定めるものとする。 

（公示） 

第３条 契約事務責任者は、前条第１項の規定による一般競争及び指名競争に

参加する者に必要な資格の設定及びその基本となるべき事項並びに資格審査

の申請の時期及び方法等について、特別の事情がある場合を除き、当該年度

の開始２カ月前までに公示するものとする。 

２ 前項の公示は、契約事務責任者の指定する場所に掲示して行うものとする。 

（申請の時期） 

第４条 契約事務責任者は、第２条第１項の規定により資格を定めた場合にお

いては、特別の事情がある場合を除き、前条第１項の規定により公示した日

から 30 日以内で、契約事務責任者が定める期間を業者等資格審査申請の時期

として定めるものとする。 

２ 契約事務責任者は、第１項に定める期間にかかわらず随時同項の申請を受

理することができるものとする｡ 

３ 契約事務責任者は、前２項の申請を受けたときは、別に定める基準により

第２条第１項に定める資格を有するかどうか審査し、当該申請者を同条第３

項の等級に格付けするものとする。 

４ 競争参加資格の審査は、３年に１回定期の審査を行うものとする。 

（有資格者等） 

第５条 次の各号の一に該当する者を有資格者とする。 

 （１）前条の規定により等級の格付けされた者 

（２） 第２条第 1 項第１号及び第４号の契約にあっては農林水産省大臣官房

予算課の競争参加資格を有する者、同項第２号、第３号及び第５号の契

約にあっては、国（中央省庁）の統一資格である「全省庁統一資格」を

有する者 

２ 前項第１号の有資格者のうち、定期の審査に係る有資格者の資格の有効期

間は、申請の日の属する年度の翌年度からの３年度間（以下「有資格会計年

間」という。）とし、随時の審査に係る有資格者の資格の有効期間は、有資格

者とされた日から当該審査の直前の定期の審査に係る有効期間の末日までの

間とする。 
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（有資格者としない者） 

第６条 契約事務責任者は、契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権

を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年

法律第７７号。以下「暴対法」という。）第３２条第１項各号に該当する者を

有資格者にしないものとする。 

（有資格者としないことができる者） 

第７条 契約事務責任者は、次の各号の一に該当すると認められる者を、その

事実があった後３年間有資格者としないことができるものとする。これを代

理人・支配人として使用するものについても同様とする。 

（１）契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の

品質若しくは数量に関し不正の行為をした者 

（２）公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利

益を得るために連合した者 

（３）落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

（４）監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

（５）正当な事由がなくて契約を履行しなかった者 

（６）資格審査申請書その他の資格審査に必要な書類に故意に虚偽の事実を

記載した者 

（７）資格審査の申請の時期の直前１年における法人税若しくは所得税又は

事業税であって納期の到来したものを当該申請の時までに納付していな

い者 

（８）前各号の一に該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履

行に当たり代理人・支配人その他の使用人として使用した者 

（９）その他有資格者と認められない相当な事由がある者 

２ 前項の規定にかかわらず、契約に係る指名停止等の措置基準（平成 23 年

8 月 25 日付け 23 農畜機第 2236 号）の定めるところにより、有資格者を一

定期間機構の契約に係る競争に参加させないことができるものとする。 

（有資格者名簿） 

第８条 契約事務責任者は、第５条第１項第１号に規定する有資格者について、

契約の種類ごとに有資格者名簿を別紙第１号様式（その１）により作成する

ものとする。また、閲覧に供するための名簿を別紙第１号様式（その２）に

より作成し、資格審査を担当する窓口において閲覧に供するものとする。 

２ 契約事務責任者は、第５条第１項第２号に規定する有資格者について、農

林水産省大臣官房予算課の競争参加資格を有する者については農林水産省大

臣官房予算課が作成する有資格者名簿を、全省庁統一資格を有する者につい

ては総務省が作成する有資格者名簿（全省庁統一資格）をもって、有資格者
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名簿とする。 

（資格審査の結果の通知） 

第９条 契約事務責任者は、第４条第３項の規定により資格の審査を行ったと

きは、当該申請者に対して、資格がある場合は別紙第２号様式（その１）若

しくは別紙第２号様式（その２）の資格確認通知書又は資格がない場合は別

紙第２号様式（その３）の通知書により通知するものとする。 

（変更の届出等） 

第１０条 契約事務責任者は、第５条第１項第１号に規定する有資格者に次の

各号に掲げる事項について変更があった場合には、当該有資格者から、別紙

第３号様式の競争契約参加資格審査申請書変更届により、速やかに、当該有

資格者からその旨を届出させるものとする。 

（１）住所 

（２）商号又は名称及び電話番号（ファクシミリ（ＦＡＸ）番号を含む） 

（３）法人である場合は代表者の氏名、個人である場合はその者の氏名 

（４）許可、登録等の状況 

（５）営業所の名称、所在地及び電話番号（ファクシミリ（ＦＡＸ）番号を

含む） 

２ 契約事務責任者は、前項の届出があったときは、速やかに、第８条第１項

の有資格者名簿を訂正するものとする。この場合において、当初の資格の審

査に基づき格付けされた等級に変更が生じたときは、当該有資格者に通知す

るものとする。 

（資格の有効期間の延長）  

第１１条 契約事務責任者は、特別の事情により有資格会計年間の開始前に第

４条第３項の規定による資格の審査を行うことができないときは、当該有資

格会計年間についての資格の審査を完了するまでの間、前有資格会計年間の

有資格者を当該有資格会計年間の有資格者とすることができる。 

（資格の取消） 

第１２条 契約事務責任者は、有資格者が第６条の規定に該当することとなっ

たと認めるときは直ちに当該資格を取消し、有資格者が第７条の規定に該当

することとなったため当該資格を取消す必要があると認めた場合には、当該

資格を取消すものとし、その旨を別紙第４号様式の資格取消通知書により当

該有資格者に通知するものとする。 

（業者等選定委員会の設置） 

第１３条 第２条第１項の規定による資格の設定、第４条第３項の規定による

資格の審査及び第 12 条の規定による資格の取消し、指名競争契約について競

争に参加する者の指名並びに独立行政法人農畜産業振興機構談合情報対応マ
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ニュアル（平成 27 年４月１日付け 26 農畜機第 5824 号-9）に基づく入札談合

に関する情報（以下「談合情報」という。）の審議については、業者等選定委

員会（以下「委員会」という。）に諮るものとする。 

２ 委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する。 

３ 委員長は、契約事務責任者とする。 

４ 委員は総務部長、経理部長、経理部考査役及び総務広報課長とする。 

  ただし、委員長は必要に応じて委員以外の理事、部長、考査役、審査役、

課長又は室長を委員として指名することができる。 

５ 委員会の事務局は経理部に置く。 

６ 委員会は、委員長が招集する。 

７ 委員会は、３年に１回定期の委員会を開くほか、委員長が必要に応じて、

随時開くことができる。また、独立行政法人農畜産業振興機構公益通報等取

扱規程（平成 18 年３月 31 日付け 17 農畜機第 4968 号）第６条により談合情

報が通報された場合において、委員会を開くものとする。ただし、委員長が

第 15 条、第 17 条第 1 項、第 19 条第 1 項、第 21 条第 1 項又は第 23 条第 1 項

の規定に基づき提出された申請書及び添付書類から判断し、その審査のため

に委員会に委員を招集しないことを適当と認めるときは、審査書類の回覧を

もって委員会に代えることができるものとする。 

８ 委員会の会議は、委員の２分の１以上の出席がなければ開くことができな

い。 

９ 委員会の議決事項は、出席委員の２分の１以上の賛成をもって決定する。

賛否同数のときは、委員長がこれを決定する。 

10 委員会の議事内容は、公開しないものとする。 

11 委員は、当該審議についての秘密に関する事項は、これを他に漏らしては

ならない。 

（その他） 

第１４条 契約事務責任者は、本要領に定めのない事項に対処する必要が生じ

た場合には、委員会に諮るものとする。 

 

第２章 競争契約 

第１節 建設工事契約 

（資格審査の申請に必要な書類） 

第１５条 建設工事契約について、競争参加するため第４条第３項の審査を受

けようとする者は、別紙第５号様式の申請書及び次に掲げる添付書類を機構

に提出するものとする。 

（１）工事経歴書（別紙第６号様式） 
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（２）営業所一覧表（別紙第７号様式） 

（３）建設業法施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第２１条の４に規 

定する総合評定値通知書（提出日直近のもの）の写し（建設業法第２７条

の２３第３項の経営事項審査の項目及び基準を定める件（平成２０年１月

３１日国土交通省告示第８５号）第一の四の１（一）に規定する雇用保険

（以下「雇用保険」という。）、（二）に規定する健康保険（以下「健康

保険」という。）及び（三）に規定する厚生年金保険（以下「厚生年金保

険」という。）の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となって

いるものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚

生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該未加入の保険につい

て「加入」又は「適用除外」となったものは、総合評定値通知書の写しの

ほか、それぞれ当該事実を証する書類） 

（４）業態調書（別紙第８号様式）（管工事を希望する場合のみ） 

（５）納税証明書その３の写し 

（６）暴対法第３２条第１項各号に該当しない旨の誓約書・役員等名簿 

（等級の格付け） 

第１６条 契約事務責任者は、第４条第３項の規定により建設工事契約につい

て競争参加しようとする者を等級に格付けする場合には、次に掲げる事項を

総合的に評価するものとする。 

（１）建設業法第 27 条の 23 第３項の規定により国土交通大臣が定める事項 

ごとの同条第２項の経営規模その他経営に関する客観的事項 

（２）専門技術者の状況 

（３）工事成績 

 

第２節 物品の製造契約 

（資格審査の申請に必要な書類） 

第１７条 物品の製造契約について競争参加するため第４条第３項の審査を受

けようとする者は、別紙第９号様式の申請書及び次に掲げる添付書類を機構

に提出するものとする。 

（１）営業経歴書 

（２）登記事項証明書又は登記簿謄本（法人の場合） 

（３）財務諸表類(直前の 2 事業年度分) 

（４）納税証明書その３の写し 

（５）暴対法第３２条第１項各号に該当しない旨の誓約書・役員等名簿 

２ 前項の規定により審査を受けようとする者が、物品の購入又は役務等に係

る契約について第４条第３項の審査の申請をした者であるときは、前項各号
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に掲げる書類の添付を省略することができる。 

（等級の格付け） 

第１８条 契約事務責任者は、第４条第３項の規定により物品の製造契約につ

いて競争参加しようとする者を等級に格付けする場合には、その者の年間平

均生産高、自己資本額、流動比率及び営業年数等を総合的に評価するものと

する。 

 

第３節 物品の購入契約 

（資格審査の申請に必要な書類） 

第１９条 物品の購入契約について競争参加するため第４条第３項の審査を受

けようとする者は、別紙第９号様式の申請書及び次に掲げる添付書類を機構

に提出するものとする。 

（１）営業経歴書 

（２）登記事項証明書又は登記簿謄本（法人の場合） 

（３）財務諸表類(直前の 2 事業年度分) 

（４）納税証明書その３の写し 

（５）暴対法第３２条第１項各号に該当しない旨の誓約書・役員等名簿 

２ 前項の規定により審査を受けようとする者が、物品の製造又は役務等に係

る契約について第４条第３項の審査の申請をした者であるときは、前項各号

に掲げる書類の添付を省略することができる。 

（等級の格付け） 

第２０条 契約事務責任者は、第４条第３項の規定により機械その他の物品の

購入契約について競争参加しようとする者を等級に格付けする場合には、そ

の者の年間平均販売高、自己資本額、流動比率及び営業年数等を総合的に評

価するものとする。 

 

第４節 測量・建設コンサルタント等契約 

（資格審査の申請に必要な書類） 

第２１条 測量・建設コンサルタント等契約について競争参加するため第４条

第３項の審査を受けようとする者は、別紙第 10 号様式の申請書及び次に掲げ

る添付書類を機構に提出するものとする。 

（１）測量等実績調書 

（２）技術者経歴書 

（３）営業所一覧表 

（４）登記事項証明書又は登記簿謄本（法人の場合） 

（５）財務諸表類(直前の２事業年度分) 
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（６）納税証明書その３の写し 

（７）暴対法第３２条第１項各号に該当しない旨の誓約書・役員等名簿 

２ 前項の規定により審査を受けようとする者が、建設コンサルタント登録規

程（昭和 52 年４月 15 日建設省告示第 717 号）第７条、地質調査業者登録規

程（昭和 52 年４月 15 日建設省告示第 718 号）第７条又は補償コンサルタン

ト登録規程（昭和 59 年９月 21 日建設省告示第 1341 号）第７条に規定する現

況報告書を国土交通大臣に提出し、その確認印を受けた現況報告書の副本の

写しを提出した場合にあっては、審査を受けようとする業種の区分が各登録

規程に定める登録部門の範囲内である場合に限り、前項各号の書類の添付を

省略することができる。 

（等級の格付け） 

第２２条 契約事務責任者は、第４条第３項の規定により測量・建設コンサル

タント等契約について競争参加しようとする者を等級に格付けする場合に

は、その者の年間平均測量等実績高、自己資本額、流動比率及び営業年数等

を総合的に評価するものとする。 

 

第５節 役務等契約 

（資格審査の申請に必要な書類） 

第２３条 役務等契約について競争参加するため第４条第３項の審査を受けよ

うとする者は、別紙第９号様式の申請書及び次に掲げる添付書類を機構に提

出するものとする。 

（１）営業経歴書 

（２）登記事項証明書又は登記簿謄本（法人の場合） 

（３）財務諸表類(直前の 2 事業年度分) 

（４）納税証明書その３の写し 

（５）暴対法第３２条第１項各号に該当しない旨の誓約書・役員等名簿 

２ 前項の規定により審査を受けようとする者が、物品の購入又は製造に係る

契約について第４条第３項の審査の申請をした者であるときは、前項各号に

掲げる書類の添付を省略することができる。 

（等級の格付け） 

第２４条 契約事務責任者は、第４条第３項により役務等契約について競争参

加しようとする者を等級に格付けする場合には、その者の年間平均取扱高、

自己資本額、流動比率及び営業年数等を総合的に評価するものとする。 

 

第６節 指名の基準 

（指名基準） 
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第２５条 契約事務責任者は、有資格者のうちから指名競争に参加する者を指

名する場合には、当該競争に付する契約の予定価格の金額に相当する等級に

格付けされた者のうちから指名するものとする。ただし、指名する者の２分

の１を超えない範囲において、当該等級の直近上位及び直近下位の等級に格

付けされた者のうちから指名することを妨げない。 

２ 前項の指名に当たっては、次の各号に掲げる事項を勘案するとともに、当

該会計年度における指名及び受注の状況を勘案し、特定の者に偏らないよう

にするものとする。 

（１）不誠実な行為の有無 

（２）経営状況 

（３）建設工事、物品の製造、物品の購入、測量・建設コンサルタント等及

 び役務等の成績 

（４）技術的適性 

（５）手持契約等の状況 

（６）地理的条件 

（７）安全管理の状況 

（８）労働福祉の状況 

３ 契約事務責任者は、特に緊急なものであること、特別の技術を要すること、

又は現に履行中の工事等に密接な関係を有する工事等を発注しようとする場

合において、当該工事等を既に履行している者を選定する必要があること等

の事由により第１項の規定によることが不適当であると認めるときは、同項

の規定にかかわらず競争に参加する者を指名することができる。 

 

第３章 随意契約 

（随意契約登録者名簿） 

第２６条 契約事務責任者は、契約事務細則第 28 条第 1 項各号(ただし、第５

号に規定する場合であって、随意契約の相手方が公共団体であるとき及び第

６号を除く。) 又は第２項各号に規定する随意契約によるときは、特別の事

情がある場合を除き、第８条第１項の有資格者名簿の書式に準じ随意契約登

録者名簿を作成し、当該名簿に登録された者と契約を行うものとする。ただ

し、第８条に規定する有資格者名簿に登録された者を、随意契約登録者名簿

に登録された者とみなして取り扱うことができるものとする。 

２ 前項の登録は、原則として申請に基づき信用度、経営の状況及び履行能力

その他の事情を勘案し、契約の履行が確実であると認められる者につき行う

ものとする。 

第４章 雑則 
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（秘密の保持） 

第２７条 資格の審査並びに指名競争参加者及び随意契約の相手方の選定に従

事する関係者は、当該審査又は選定についての秘密に関する事項は、これを

他に漏らしてはならない。 

（報告） 

第２８条 契約事務責任者は、有資格者の経営の悪化等その資格を保持させる

ことが不適当と認める事由が発生したときは、直ちに、委員会に報告しなけ

ればならない。 

（その他） 

第２９条 この要領に定めるもののほか、競争参加者資格審査に関する事務の

取扱に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

附 則（平成15年10月１日付け15農畜機第152号-4） 

 この要領は、平成 15 年 10 月１日から施行する。 

附 則（平成19年１月31日付け18農畜機第3855号） 

この要領の改正は平成19年度の定期申請分より適用する。ただし改正前の第

５条の規定により有資格者等とされていた者は改正後の第５条第２項の規定に

かかわらず、平成19年６月30日まではなお有資格者等とする。 

附 則（平成20年3月28日付け19農畜機第4914号） 

この要領は、平成 20 年４月１日から施行する。 
附 則（平成 23 年 8 月 25 日付け 23 農畜機第 2238 号） 

 この要領の改正は、平成 23 年 8 月 25 日から施行する。 

附 則（平成 23 年 9 月 28 日付け 23 農畜機第 2792 号） 

 この要領の改正は、平成 23 年 9 月 28 日から施行する。 

附則（平成 26 年 12 月 8 日付け第 26 農畜機第 3754 号） 

本改正は平成 26 年 12 月 8 日から施行する。ただし、第４条第３項の規定に

基づく資格審査に必要で、第１５条に基づく申請書類については、平成 27 年

度以降有効となる競争参加資格審査から受理するものとし、平成 26 年度にお

ける当該審査に必要な申請書類についてはなお従前の例による。 

附 則（平成 27 年４月１日付け 26 農畜機第 5824 号） 

 この要領の改正は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28 年３月 31 日付け 27 農畜機第 5928 号） 

この要領の改正は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28 年 11 月１日付け 28 農畜機第 3790 号）  
この要領は、平成 28 年 11 月１日から施行する。 

附 則（平成 29 年２月 24 日付け 29 農畜機第 5800 号） 
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この要領は、平成 29 年２月 24 日から施行する。 

附 則（平成 29 年９月７日付け 28 農畜機第 2986 号） 

この要領は、平成 29 年 9 月 20 日から施行する。 

附 則（平成 29 年９月 29 日付け 29 農畜機第 3522 号-1） 

この要領は、平成 29 年 10 月１日から施行する。 

附 則（平成 29 年 11 月６日付け 29 農畜機第 4021 号-1） 

この要領は、平成 29 年 11 月６日から施行し、平成 29 年 11 月 13 日から適用

する。 

附 則（令和元年 10 月 1 日付け元農畜機第 3911 号-2） 

この要領は、令和元年 10 月 1 日から施行する。 

附 則（令和２年３月 30 日付け元農畜機第 8095 号-3） 

この要領は、令和２年４月 1 日から施行する。 

附 則（令和４年１月 26 日付け 3 農畜機第 5487 号） 

この要領は、令和４年１月 26 日から施行し、令和４年度の定期申請分より適

用する。 

附 則（令和７年３月 17 日付け６農畜機第 8200 号） 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月 24 日付け７農畜機第 8431 号） 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

業種別区分表 

１ 建設工事 

業種の区分 内容 

 1 土木一式工事 

 2 建築一式工事 

 3 大工工事 

 4 左官工事 

 5 とび・土工・コンクリート工事 

 6 石工事 

 7 屋根工事 

 8 電気工事 

 9 管工事 

10 タイル・れんが・ブロック工事 

11 鋼構造物工事 

12 鉄筋工事 

13 舗装工事 

14 しゅんせつ工事 

15 板金工事 

16 ガラス工事 

17 塗装工事 

18 防水工事 

19 内装仕上工事 

20 機械器具設置工事 

21 熱絶縁工事 

22 電気通信工事 

23 造園工事 

24 さく井工事 

25 建具工事 

26 水道施設工事 

27 消防施設工事 

28 清掃施設工事 

29 解体工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建設業法第２条別表第一による区分とす

る 
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２ 物品の製造 

 業種の区分 内容(例示) 

101 衣服・その他繊維製品類 制服、作業服、寝具等 

102 
ゴム・皮革・プラスチック製

品類 
タイヤ、かばん、合成皮革等、FRP 製灯塔等 

103 窯業・土石製品類 ガラス、陶磁器等 

104 非鉄金属・金属製品類 
アルミ、ブリキ、洋食器、鉄塔、鋼管、ボルト、ナ

ット、ワイヤーロープ、刃物、手工具等 

105 フォーム印刷  

106 その他印刷類 オフセット印刷、軽印刷等 

107 図書類 書籍、新聞、出版等 

108 電子出版類 CD-ROM 等 

109 紙・紙加工品類 製紙、紙製品、紙袋、段ボール等 

110 車両類 自動車、自動二輪、自転車等、特殊車両等 

111 その他輸送・搬送機械器具類 航空機、ヘリコプター、自転車等 

112 船舶類  

113 燃料類 ガソリン、軽油、ガス等 

114 家具・什器類 木製家具、鉄製家具、建具、事務机、椅子等 

115 一般・産業用機器類 
印刷機、製本機、ボイラー、エンジン、施版、印刷

事業用機械器具等 

116 電気・通信用機器類 

家電機器、照明器具、通信機器、音響機器、配電盤、

交換機、伝送装置、通信ケーブル、蓄電池、発電機

等 

117 電子計算機類 コンピュータ、パソコン、汎用ソフトウェア等 

118 精密機器類 
計量機器、測定機器、試験分析機器、理化学機器、

光学機器等 

119 医療用機器類 ベッド等 

120 事務用機器類 裁断機、複写機、穿穴機等 

121 その他機器類 
厨房器具、消火器具、消化装置、防災器具、自動車

用検査器具等 

122 医薬品・医療用品 
医薬品、医療用消耗品、X 線フィルム、検査試薬、医

療用ガス等 

123 事務用品類 事務用品、文具等 

124 土木・建設・建築材料 セメント、アスファルト、木材、石材、砂利等 

129 その他 
運動用具、雑貨、動物、肥料、資料、農薬、食品、

その他 
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３ 物品の購入 

 業種の区分 内容(例示) 

201 衣服・その他繊維製品類 制服、作業服、寝具等 

202 
ゴム・皮革・プラスチック製

品類 
タイヤ、かばん、合成皮革等、FRP 製灯塔等 

203 窯業・土石製品類 ガラス、陶磁器等 

204 非鉄金属・金属製品類 
アルミ、ブリキ、洋食器、鉄塔、鋼管、ボルト、ナッ

ト、ワイヤーロープ、刃物、手工具、ブイ(標体)等 

205 フォーム印刷  

206 その他印刷類 オフセット印刷、軽印刷等 

207 図書類 書籍、新聞、出版等 

208 電子出版類 CD-ROM 等 

209 紙・紙加工品類 製紙、紙製品、紙袋、段ボール等 

210 車両類 自動車、自動二輪、自転車等、特殊車両等 

211 その他輸送・搬送機械器具類 航空機、ヘリコプター、自転車等 

212 船舶類  

213 燃料類 ガソリン、軽油、ガス等 

214 家具・什器類 木製家具、鉄製家具、建具、事務机、椅子等 

215 一般・産業用機器類 
印刷機、製本機、ボイラー、エンジン、施版、印刷事

業用機械器具等 

216 電気・通信用機器類 

家電機器、照明器具、通信機器、音響機器、配電盤、

交通管制機器、レーダー、交換機、伝送装置、通信ケ

ーブル、蓄電池、発電機、遠方監視装置、レーダー雨

量装置等 

217 電子計算機類 コンピュータ、パソコン、汎用ソフトウェア等 

218 精密機器類 
計量機器、測定機器、試験分析機器、理化学機器、気

象観測機器、光学機器等 

219 医療用機器類 ベッド等 

220 事務用機器類 裁断機、複写機、穿穴機等 

221 その他機器類 
厨房器具、消火器具、消化装置、防災器具、自動車用

検査器具等 

222 医薬品・医療用品 医薬品、医療用消耗品、X 線フィルム、検査試薬等 

223 事務用品類 事務用品、文具等 

224 土木・建設・建築材料 
セメント、アスファルト、木材、石材、砂利、ヒュー

ム管等 

229 その他 
運動用具、雑貨、動物、肥料、資料、農薬、食品、そ

の他 
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４ 測量・建設コンサルタント等 

業種の区分 内容 

1 測量 

 

測量法(昭和 24年法律第 188 号)第 3 条に規定する測量業務 

2 土地家屋調査 

 

土地家屋調査士法(昭和 25 年法律第 228 号)第 3 条に規定する土地

家屋調査事業 

3 建設コンサルタント 

 

公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)

第 19 条第３号に規定する建設コンサルタントに係る業務 

4 建築士事務所 

 

建築士法(昭和25年法律第202号)第23条による登録を受けて営む

業務 

5 計量証明 計量法(平成 4 年法律第 51 号)第 2 条に規定する計量証明業務 

6 地質調査 地質調査業者登録規程第 2 条に規定する地質調査に係る業務 

7 補償コンサルタント 

 

補償コンサルタント登録規程第 2 条に規定する補償コンサルタン

トに係る業務 

8 その他 その他の営む業務 

 

 

 

５ 役務等 

 業種の区分 内容(例示) 

301 広告・宣伝 公告、映画、ビデオ、広報、イベント企画等 

302 写真・製図 写真撮影、製図、製本等 

303 調査・研究 調査、研究、検査等 

304 情報処理 統計、集計、データエントリー、媒体変換等 

305 翻訳・通訳・速記 翻訳、通訳、速記、筆耕等 

306 ソフトウェア開発 プログラム作成、システム開発等 

307 会場等の借り上げ 会議施設借り上げ、運営等 

308 賃貸借 建物、寝具、植木、物品等 

309 建物管理等各種保守管理 
清掃、警備、廃棄物処理、害虫駆除、機器保守、電

話交換等 

310 運送 タクシー、ハイヤー、荷造り、運送、倉庫、旅行等 

311 車両整備 車両、航空機、ヘリコプター等の整備 

313 電子出版 CD-ROM 製作等 

315 その他   

 



 16

等級格付けの基準 

 

 競争参加者資格審査等事務取扱要領（平成 15 年 10 月 1 日付け 15 農畜機第 1

52 号－4。以下「要領」という。）第４条第３項に規定する契約の種類ごとの等

級の格付は、要領第 15 条から第 24 条までに規定する事項について、次に定め

る基準による。 

 

第１ 建設工事契約の等級及び格付けの数値の算定方法は、次に掲げるところ

による。 

１ 等級 

 （１）土木一式工事及び建築一式工事 

等級 

土木一式工事 建築一式工事 

工事の予定 

価格の範囲 

総合数値 工事の予定 

価格の範囲 

総合数値   

Ａ 2 億円以上 1,500 点以上 2 億円以上 1,200 点以上 

Ｂ 5,000 万円以上 

2 億円未満 

950 点以上 

1,500 点未満 

1 億円以上 

2 億円未満 

1,000 点以上 

1,200 点未満 

Ｃ 2,000 万円以上 

5,000 万円未満 

750 点以上 

950 点未満 

3,000 万円以上 

1 億円未満 

800 点以上 

1,000 点未満 

Ｄ  

2,000 万円未満 

350 点以上 

750 点未満 

 

3,000 万円未満 

 

800 点未満 

 

 （２）土木一式工事及び建築一式工事以外の工事 

等級 工事の予定価格の範囲 総合数値 

Ａ 7,000 万円以上  1,000 点以上  

Ｂ 3,000 万円以上 7,000 万円未満 850 点以上 1000 点未満 

Ｃ 3,000 万円未満  850 点未満  

 

２ 第１の１の総合数値の定義 

総合数値とは、総合評定値通知書（提出日直近のもの）の建設工事の種類の

うち、別紙第５号様式の申請書の競争参加資格希望工種区分に該当する種類の

総合評定値（Ｐ）をいう。 

なお、当該総合評定値（Ｐ）を要領第９条の規定により通知する資格確認通

知書の客観点数とする。 

 

第２ 物品の製造契約及び物品の製造契約以外の契約(要領第2条第１項に定め
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る物品の購入契約及び役務等契約をいう。以下同じ。)の等級及び格付けの

数値の算定方法は、次に掲げるところによる。 

１ 物品の製造及び物品の製造契約以外の契約の付与数値及びその基準は以

下のとおりである。なお、総合数値とは、各項目の付与数値の合計とする。 

項目 段階区分 

付与数値 

物品の製造契

約 

物品の製造契

約以外の契約 

年間平均(生

産・販売・取扱)

高 

200 億円以上  60 65 

100 億円以上 200 億円未満 55 60 

50 億円以上 100 億円未満 50 55 

25 億円以上 50 億円未満 45 50 

10 億円以上 25 億円未満 40 45 

5 億円以上 10 億円未満 35 40 

2.5 億円以上 5 億円未満 30 35 

1 億円以上 2.5 億円未満 25 30 

5,000 万円以上 1.0 億円未満 20 25 

2,500 万円以上 5,000 万円未満 15 20 

2,500 万円未満  10 15 

自己資本額 

10 億円以上  10 15 

1 億円以上 10 億円未満 8 12 

1,000 万円以上 1 億円未満 6 9 

100 万円以上 1,000 万円未満 4 6 

100 万円未満  2 3 

流動比率 

140％以上  10 10 

120％以上 140％未満 8 8 

100％以上 120％未満 6 6 

100％未満  4 4 

営業年数 

20 年以上  5 10 

10 年以上 20 年未満 4 8 

10 年未満  3 6 

機械設備等の

額(物品の製造

のみ) 

10 億以上  15 

  

1 億以上 10 億未満 12 

5,000 万以上 1 億未満 9 

1,000 万以上 5,000 万未満 6 

1,000 万未満  3 

合計(最高点) 100 100 

 



 18

２ 物品の製造及び物品の製造契約以外の契約の等級区分及び予定価格の範

囲は以下のとおりである。 

（１) 物品の製造の等級区分と予定価格の範囲 

等級 予定価格の範囲 総合数値 

Ａ 3,000 万円以上    90 点以上 

Ｂ 2,000 万円以上 3,000 万円未満   80 点以上   90 点未満 

Ｃ 400 万円以上 2,000 万円未満   55 点以上   80 点未満 

Ｄ   400 万円未満  55 点未満 

 

（２) 物品の購入及び役務等の等級区分と予定価格の範囲 

等級 予定価格の範囲 総合数値 

Ａ 3,000 万円以上    90 点以上 

Ｂ 1,500 万円以上 3,000 万円未満   80 点以上   90 点未満 

Ｃ 300 万円以上 1,500 万円未満   55 点以上   80 点未満 

Ｄ   300 万円未満  55 点未満 
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第３ 測量・建設コンサルタント等契約の等級及び格付の数値の算定方法は、

次に掲げるところによる。 

１ 付与数値及びその基準は以下のとおりである。なお、総合数値とは、各項

目の付与数値の合計とする。 

項目 段階区分 付与数値 

年間平均 

測量等実績高 

100 億円以上  60 

50 億円以上 100 億円未満 55 

20 億円以上 50 億円未満 50 

10 億円以上 20.億円未満 45 

2 億円以上 10 億円未満 40 

1 億円以上 2 億円未満 35 

2000 万円以上 1 億円未満 30 

1000 万円以上 2000 万円未満 25 

500 万円以上 1000 万円未満 20 

300 万円以上 500 万円未満 15 

200 万円以上 300 万円未満 10 

 200 万円未満 5 

自己資本額 

10 億円以上  10 

1 億円以上 10 億円未満 8 

1,000 万円以上 1 億円未満 6 

100 万円以上 1,000 万円未満 4 

 100 万円未満 2 

流動比率 

130％以上  14 

95％以上 130％未満 10 

75％以上 95％未満 6 

60%以上 100％未満 2 

営業年数 

25 年以上  10 

10 年以上 25 年未満 8 

5 年以上 10 年未満 6 

 5 年未満 4 

合計(最高点) 94 

 

２ 測量・建設コンサルタント等契約の等級区分と予定価格の範囲 

等級 測量･建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等の予定価格の範囲 総合数値 

Ａ  1,000 万円以上    80 点以上 

Ｂ   300 万円以上   1,000 万円未満    60 点以上    80 点未満 

Ｃ   300 万円未満    40 点以上    60 点未満 
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第４ 第２及び第３の審査項目の定義については、次によるものとする。 

１ 審査基準日とは、申請日の属する年の１月１日（ただし、随時に審査の

申出をする場合はその月の初日）をいう。 

なお、決算に関する事項については、審査基準日の直前に決算が確定し

た日をいう。 

２ 年間平均生産高とは、審査基準日の直前２年の各営業年度における主要

製品の生産高の年間平均額（単位未満切捨て）をいう。 

３ 年間平均販売高とは、審査基準日の直前２年の各営業年度における主要

商品の販売高の年間平均額（単位未満切捨て）をいう。 

４ 年間平均測量等実績高とは、審査基準日の直前２年の各営業年度におけ

る請負業務の測量等実績高の年間平均額（単位未満切捨て）をいう。 

５ 年間平均取扱高とは、審査基準日の直前２年の各営業年度における請負

業務の取扱高の年間平均額（単位未満切捨て）をいう。 

６ 自己資本額とは、審査基準日の直前の営業年度の決算（以下「直前決算」

という。）における自己資本額（法人である場合においては純資産の部にお

ける払込資本(資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額で、新株予約権

や評価・換算差額等は含まない。)の額を、個人である場合においては、期

首資本金、事業主借勘定、事業主利益の額の合計額から事業主貸勘定の額

を控除した額。以下同じ。）をいう。 

７ 機械設備等の額とは、直前決算における機械装置、船舶、車両、その他

の運搬具、器具及び備品の価格の合計額をいう。 

８ 流動比率とは、直前決算における流動資産の額を流動負債の額で除して

得た数値を百分率（小数点以下第２位を四捨五入）で表したものをいう。 

９ 営業年数とは、事業を開始した日から審査基準日までの期間から、当該

事業で中断した期間を控除した期間（年未満切捨て）をいう。 
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別紙第１号様式（その１）（第８条関係） 

 

有  資  格  者  名  簿 

登録年

月 日 

登録番

号 

名称又 

は氏名 
住所 

電話 

番号 

ＦＡＸ 

番号 

大手 

中小 

の別 

業務 

内容 

登録業種区分 

及び等級・審査数

値 

備考 

          

備考 

１ 用紙の大きさは、原則として、日本産業規格Ａ列４横とすること。 

２ 業種は、契約の種類ごとに、業種別区分表により区分して記載すること。 

３ 登録年月日は、資格確認通知書又は登録確認通知書に記載した年月日と

すること。 

４ 登録番号は、委任された者が適宜の方法により記入すること。 

５ 住所は、一般競争（指名競争）参加資格審査申請書に記載された住所と

すること。 

６ 大手中小の別には、官公需適格組合の別を含める。 

７ 業務内容については、業種別区分表の業種の区分又はその内容等により

記載すること。 
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別紙第１号様式（その２）（第８条関係） 

有 資 格 者 名 簿（閲覧用） 

 

登録年

月 日 

登録

番号 

名称又 

は氏名 
住所 

電話 

番号 

ＦＡＸ 

番号 

登録業種区分 

及び等級 
備考 

        

備考 

１ 用紙の大きさは、原則として、日本産業規格Ａ列４横とすること。 

２ 業種は、契約の種類ごとに、業種別区分表により区分して記載すること。 

３ 登録年月日は、資格確認通知書又は登録確認通知書に記載した年月日と

すること。 

４ 登録番号は、委任された者が適宜の方法により記入すること。 

５ 住所は、一般競争（指名競争）参加資格審査申請書に記載された住所と

すること。 
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別紙第２号様式（その１）（第９条関係） 

 （建設工事） 

番   号 

年 月 日 

資格確認通知書 

   

郵便番号 

  住  所 

    商号又は名称 

              殿 

      登録番号 

 

独立行政法人農畜産業振興機構契約事務責任者 

氏 名      

 

 

 先に審査申請のあった  年度に係る一般競争（指

名競争）参加資格について、審査の結果、次のとおり

資格があると確認しましたので、通知します。 

 なお、客観的事項（共通事項）について算定した点

数（以下「客観点数」という。）を、工事を一般競争に

付する場合における競争参加資格として定めることと

していますが、次の業種区分に係る客観点数について、

併せて通知します。 

 おって、住所、商号又は名称、代表者氏名、電話番

号及び連絡先等に変更があった場合は、直ちにその旨

届け出てください。 

  

契約の

種類 

業

種

区

分 

等級 
客観

点数 

 

 

 

    

有効期限 

  年 月 日 

 

備考：用紙の大きさは、適宜の大きさにすること。 
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別紙第２号様式（その２）（第９条関係） 

（物品の製造、物品の購入、測量・建設コンサルタント等、役務等） 

番   号 

年 月 日 

 

資格確認通知書 

  郵便番号 

  住  所 

    商号又は名称 

            殿 

      登録番号 

      

独立行政法人農畜産業振興機構契約事務責任者 

氏 名       

 

  

先に審査申請のあった  年度に係る一般競争（指名

競争）参加資格について、審査の結果、次のとおり資

格があると確認しましたので、通知します。 

 なお、住所、商号又は名称、代表者氏名、電話番号

及び連絡先等に変更があった場合は、直ちにその旨届

け出てください。 

  

契約の

種類 

業種

区分 
等級 

 

 

    

有効期限 

  年 月 日 

 

備考：用紙の大きさは、適宜の大きさにすること。 
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別紙第２号様式（その３）（第９条関係） 

 

番     号  

年  月  日  

 

通   知   書 

 

郵便番号 

 

住  所 

 

商号又は名称 

 

殿 

 

独立行政法人農畜産業振興機構契約事務責任者 

氏 名        

 

  

先に審査申請のあった  年度に係る一般競争（指名競争）参加資格につい

て、審査の結果、資格がありませんので通知します。 

備考：用紙の大きさは、適宜の大きさにすること。 
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(用紙Ａ４) 
別紙第３号様式（第 10 条関係） 

競争契約参加資格審査申請書変更届（建設工事、測量等、物品製造等） 
 令和  年  月  日 
               殿 

登録業種名                 
資格決定通知書の   令和 年 月 日   
交付年月日・番号   第      号   
住   所〒                
商号又は名称                
代表者氏名                 

下記のとおり変更があったので届出をします。 
記 

１ 変更内容 

変 更 事 項 変更前 変更後 変更年月日 

    

２ 変更事項に係る添付書類名 
 
 
記載要領 
１ 登載されている資格の審査を、表題の（建設工事、測量等、物品製造等）に○印を付すこと。 
２ 本様式に収まらない場合には、表面等に記載することとし、その旨を本様式の欄外に注記すること。
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別紙第４号様式（第 12 条関係） 

番     号 

年  月  日 

 

資 格 取 消 通 知 書 

 

 郵便番号 

 

 住  所 

 

   商号又は名称 

 

         殿 

 

独立行政法人農畜産業振興機構契約事務責任者         

氏 名        

 

 

 

 貴殿は、  年  月  日付け  第   号をもって資格確認通知書

により、有資格者として通知しましたが、今回   の理由により、資格を

取り消します。 

備考：用紙の大きさは、適宜の大きさとする。 

 



(用紙Ａ４) 
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 別紙第５号様式（第１５条関係）                                                 

(1) 

様式１                                                                    

 

01 

１  新規  ※ 02 受付番号            ※03 業者コード            ※ 05  06 令和 年 月 日 

２ 更新              ※04 許可番号   -         申請者の規模  適格組合証明 第      号 

一 般 競 争 (指 名 競 争 )参 加 資 格 審 査 申 請 書 (建 設 工 事 )  
令和      年度において、貴機構で行われる建設工事に係る競争に参加する資格の審査を申請します。 

 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。 

令和  年  月  日 

   独立行政法人 農畜産業振興機構 契約事務責任者 殿 

07 郵 便 番 号    －     

 

 フ リ ガ ナ                                                             

                                                              

08 
住 所                               

 

 フ リ ガ ナ                                         

                                          
09 商号 又は名称                     

 

 フ リ ガ ナ                                             

                                             
10 

代 表 者 氏 名 (役職)         (氏名)           

 

 フ リ ガ ナ                     

                     
11 

担 当 者 氏 名           

 

12 電 話 番 号              13 F A X 番 号             

 

14 メールアドレス                                                        

 

15 外 資 状 況 1 外国籍会社  2 日本国籍会社  3 日本国籍会社   16 営業年数 

  ［国名：      ］   ［国名：      ］   ［国名：      ］［国名：      ］       年 

   (比率：     %)  (比率：  %)    (比率：   %)      

※欄については記載しないこと。(以下同じ)

 



(用紙Ａ４) 

 29

(2)  

※ 受付番号            ※ 業者コード           

 

 17 
①競争参加資格 

希望工種区分 

② 直前々年度分決算 ③ 直前年度分決算  

④年間平均完成工事高 

 

（千 円 ）

 
   年   月から 

   年   月まで 

（千 円 ）

   年   月から 

   年   月まで 

（千 円 ）

完 

成 

工 

事 

高 

01 土木一式 

02 建築一式 

03 大工 

04 左官 

05 と び ･土 工 ･コ ン ク リ ー ト  

06 石 

07 屋根 

08 電気 

09 管 

10 タイル･れんが･ブロック 

11 鋼構造物 

12 鉄筋 

13 ほ装 

14 しゅんせつ 

15 板金 

16 ガラス 

17 塗装 

18 防水 

19 内装仕上 

20 機械器具設置 

21 絶縁体 

22 電気通信 

23 造園 

24 さく井 

25 建具 

26 水道施設 

27 消防施設 

28 清掃施設 

29 そ の 他 

30 合   計 

（注）完成工事高については、消費税を含まない金額を記載すること。



(用紙Ａ４) 
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別紙第６号様式(第 15 条関係)   

様式 ２   

※ 受付番号            ※ 業者コード           

 

（建設工事の種類）             工事                        工   事   経   歴   書 

 

注  文  者 
元 請 又 は 

下 請 の 別 
工       事       名 

工 事 場 所 の あ る 

都 道 府 県 名 

請負代金の額 

（千円）

着 工 年 月 

完 成 （ 予 定 ） 年 月 

     
  年  月 

  年  月 

     
  年  月 

  年  月 

     
  年  月 

  年  月 

     
  年  月 

  年  月 

     
  年  月 

  年  月 

     
  年  月 

  年  月 

     
  年  月 

  年  月 

     
  年  月 

  年  月 

     
  年  月 

  年  月 

     
  年  月 

  年  月 

     
  年  月 

  年  月 

     
  年  月 

  年  月 

     
  年  月 

  年  月 

記載要領  

１ 本表は、許可を受けた建設業の種類に対応した建設工事の種類ごとに作成すること。  

２  本表は、直前２年間の主な完成工事及び直前２年間に着手した主な未完成工事について記載すること。  

３  下請工事については、「注文者」の欄には元請業者名を記載し、「工事名」の欄には下請工事名を記載すること。 

４ 「請負代金の額」は、消費税込みの金額を記載すること。



(用紙Ａ４) 
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別紙第７号様式(第 15 条関係) 

様式３                                                                                                  

※ 受付番号            ※ 業者コード           

 
営    業    所    一    覧    表 

番号 営 業 所 名 称 郵 便 番 号 所          在          地 
電 話 ・ F A X 番 号 

市 外 番 号 市 内 局 番 番 号 
                                           

          －                                                                          
                                          
                                          
                                                                                    
          －                                                                                                                    
                                          
                                                                                    
          －                                
                                                                                    
                                                                                                                              
          －                                                                                                                    
                                                                                                                              
          －                                                                                                                    
                                          
                                                                                    
          －                                                                                                                    
                                                                                                                              
          －                                                                                                                    
                                                                                                                              
          －                                                                                                                    
                                          
                                          

 記載要領  
 １ 本表は、申請日現在で作成すること。  
 ２ 「営業所名称」欄には、経営事項審査を受けた建設業の許可を有するすべての本店又は支店等営業所の名称を記載すること。  
 ３ 「所在地」欄には、営業所の所在地を上段から左詰めで記載すること。  
 ４ 「電話・ＦＡＸ番号」欄には、上段に電話番号を、下段にＦＡＸ番号をそれぞれ左詰めで記載することとし、市外局番、市内局番及び番号は、「‐（ハイフン）」で区切ること。  
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紙第８号様式(第 15 条関係) 
選択様式１ 

  

 
※受付番号            業者コード            商号又は名称  

 

業 態 調 書 

  管工事における希望工種 

 

工   種 

施工を希望する区域（都道府県） 

北
海
道 

青
森 

岩
手 

宮
城 

秋
田 

山
形 

福
島 

茨
城 

栃
木 

群
馬 

埼
玉 

千
葉 

東
京 

神
奈
川 

山
梨 

長
野 

静
岡 

新
潟 

富
山 

石
川 

福
井 

岐
阜 

愛
知 

三
重 

滋
賀 

京
都 

大
阪 

兵
庫 

奈
良 

和
歌
山 

鳥
取 

島
根 

岡
山 

広
島 

山
口 

徳
島 

香
川 

愛
媛 

高
知 

福
岡 

佐
賀 

長
崎 

熊
本 

大
分 

宮
崎 

鹿
児
島 

沖
縄 

全
国 

 衛 生                                                 

  ガ ス                                                 

  浄 化 槽                                                 

  一 般 空 調                                                 

  特 殊 空 調                                                 

  海 水 調 温                                                 

  海 水 濾 過                                                 

  ガ ソ リ ン ス タ ン ド                                                 

  ボ イ ラ ー                                                 

  ポ ン プ                                                 

備考 

１ 本表は建設工事契約の管工事について、希望する工種がある場合に記載するものとする。なお、工事実績のある工種のうち、３工種まで、工種名の左欄に○印を付するものとする。 

２ ｢施工を希望する区域(都道府県)｣欄には、施工を希望する都道府県欄に○印を付するものとする。 
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別紙第９号様式（第１７条、第１９条、第２３条関係） 

 (1) 

様式１                                                                  

01 
１  新規  ※ 02 受付番号            ※ 03 業者コード            ※ 04  05 令和 年 月 日 

２ 更新                          申請者の規模  適格組合証明 第      号 

一 般 競 争 (指 名 競 争 )参 加 資 格 審 査 申 請 書 (物 品 製 造 等 )  
 令和       年度において、貴機構で行われる物品の製造等に係る競争に参加する資格の審査を申請します。 

 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。 

令和  年  月  日 

   独立行政法人 農畜産業振興機構 契約事務責任者 殿 

06 郵 便 番 号    －     

 

 フ リ ガ ナ                                                             
                                                              

07 住 所                               
 

 フ リ ガ ナ                                          
                                          

08 商号又は名称                     
 

 フ リ ガ ナ                                              
                                             

09 代 表 者 氏 名  (役職)         (氏名)           
 

 フ リ ガ ナ                      
                     

10 担 当 者 氏 名            

 

11 電 話 番 号              12 F A X 番 号             

 

13 メールアドレス                                                        

 

14 希望する製造等の種類  1 製 造(a ゴム製品・b その他) 2 販売〔c 卸売・d 小売〕 3 役務提供(e 情報処理・f 旅館業・g ｻｰﾋﾞｽ・h その他) 

 

15 希 望 する営 業 品 目 等  

  

※欄については、記載しないこと。（以下同じ。）
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(2) 

※ 受付番号            ※ 業者コード           

 

□16  
① 競 争 参 加 資 格 

希 望 業 種 区 分 

 ② 直 前 ２ 年 度 分 決 算 ③ 直 前 １ 年 度 分 決 算 
④ 直 前 ２ か 年 間 の 

年 間 実 績 高 (千円) 

 

製 
 

 
 

造 
 

 
 

等 
 

 
 

実 
 
 

 

績 
 

 
 

高 

  年 月から 年 月から  年 月から 年 月から  
   年 月まで(千円)  年 月まで(千円)  年 月まで(千円)  年 月まで(千円)   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

合     計                

 



(用紙Ａ４) 

 35

(3) 

※ 受付番号            ※ 業者コード           

 

17 
区     分 

直 前 決 算 時 剰余(欠損)金 決 算 後 の 増 
合         計 (千円) 

 19 1 外国籍会社 ［国名：      ］ 

自 

己 

資 

産 

額 

(千円) 処分 (千円) 減額 (千円)  
外 

資 

状 

況 

2 日本国籍会社 ［国名：      ］ 

① （ う ち 外 国 資 本 ）    (           )   (比率：    %) 

払 込 資 本 金               3 日本国籍会社 ［国名：      ］ 

② 準 備 金 ・ 積 立 金                 (比率：    %) 

③ 次期繰越利益(欠損)金                 ［国名：      ］ 

④     計                 (比率：    %) 

 

18 経営 流 動 流動資産 (  千円) 
× 100 ＝     

(%) 

状況 比 率 流動負債 (  千円)  

                                             

20 営業 ① 創   業 ② 休 業 又 は 転 ( 廃 ) 業 の 期 間 ③ 現組織への変更 ④ 営業年数(年)  21 常勤職員の数(人)       

年数等 年  月  日 年 月 日から 年  月  日まで 年  月  日     うち役員等数       

 

22 

設備の額(千円) 

① 機 械 装 置 類  ② 運 搬 器 具 ③ 工 具 そ の 他  ④ 合 計 

                                 

 

23 主要設備   

の 規 模   
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(4)                                                                            

※ 受付番号            ※ 業者コード           

営    業    所    一    覧    表 

番号 営 業 所 名 称 郵 便 番 号 所          在          地 
電 話 ・ F A X 番 号 

市 外 番 号 市 内 局 番 番 号 
                                           

          －                                
                                          
                                          
                                          
                                                                                    

          －                                
                                          
                                          
                                          
                                                                                    

          －                                
                                          
                                          
                                          
                                                                                    

          －                                
                                          
                                          

                                          
                                                                                    
          －                                
                                          
                                          
                                          
                                                                                    
          －                                
                                          
                                          
                                          
                                                                                    

          －                                
                                          
                                          

                                          
                                                                                    

          －                                
                                          
                                          
                                          
                                          

 記載要領 
１ ｢営業所名称｣欄には、常時契約を締結する本店又は支店等営業所の名称を記載する。 
２ ｢所在地｣欄には、営業所の所在地を上段から左詰めで記載する。 
３ ｢電話・FAX 番号｣欄には、上段に電話番号を、下段に FAX 番号をそれぞれ記載する。 
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別紙第１０号様式（第２１条関係） 

 (1) 
様式１                                                                   

 

一 般 競 争 (指 名 競 争 )参 加 資 格 審 査 申 請 書 (測 量 ・ 建 設 コ ンサ ルタント等 )  
 令和      年度において、貴機構で行われる測量・建設コンサルタント等業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。 
 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違しないことを誓約します。 

令和  年  月  日 
   独立行政法人 農畜産業振興機構 契約事務責任者 殿 

06 郵 便 番 号     －     
 

 フ リ ガ ナ                                                             
                                                              
07 住 所                               

 
 フ リ ガ ナ                                         
                                          
08 商号又は名称                     

 
 フ リ ガ ナ                                             
                                             
09 代表者氏名 (役職)         (氏名)           

 
 フ リ ガ ナ                     
                     
10 担当者氏名           

 
11 電 話 番 号              12 F A X 番 号             

  
13 メールアドレス                                                        

 

14 登録等を受けている事業 
 

15 建設コンサルタント及び補償コンサルタント登録業者の登録部門 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

※欄については、記載しないこと。(以下同じ)

01 
１ 新規  ※ 02 受付番号            ※ 03 業者コード            ※ 04  05 令和 年 月 日 

２ 更新                          申請者の規模  適格組合証明 第      号 

登 録 事 業 名 登 録 番 号 登 録 年 月 日 登 録 事 業 名 登 録 番 号 登 録 年 月 日 登 録 事 業 名 登 録 番 号 登 録 年 月 日 
測 量  第    号 年 月 日 土地家屋調査 第    号 年 月 日 建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第    号 年 月 日 

建築士事務所 第    号 年 月 日 計量証明 第    号 年 月 日 地質調査 第    号 年 月 日 
補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 第    号 年 月 日 その他 第    号 年 月 日  第    号 年 月 日 

 第    号 年 月 日  第    号 年 月 日  第    号 年 月 日 
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(2) 

※ 受付番号            ※ 業者コード           

 
16 

① 競 争 参 加 資 格
希 望 業 種 区 分

 ② 直 前 ２ 年 度 分 決 算 ③ 直 前 １ 年 度 分 決 算 
④ 直 前 ２ か 年 間 の 

年 間 平 均 実 績 高 ( 千 円 ) 

 

測 
 

 
 

量 
 

 
 

等 
 

 
 

実 
 

 
 

績 
 

 
 

高 

  年 月から 年 月から  年 月から 年 月から  
   年 月まで(千円)  年 月まで(千円)  年 月まで(千円)  年 月まで(千円)   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

合     計                
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(3)                   

 ※受付番号            ※業者コード            

   

 17 区 分 
直 前 決 算 時 

(千円) 
剰余（欠損）金 
処分(千円) 

計 
(千円) 

決 算 後 の 増
減 額 

(千円) 

合    計 
(千円) 

 

 自
己
資
本
額 

① （うち外国資本） 
  払込資本金 

    (          )  

 ②準備金・積立金                 
 ③次期繰越利益（欠損）金                 
 ④      計         （Ｐ）              

 ⑤  （Ｐ）   （再掲）              

   
 18 損益計算書 税引前当期利益(千円) (Ｓ )            

 

21 1 外 国 籍 会 社 
  [国名：      ] 

３ 日本国籍会社 
  [国名：      ] 
   （比率：   ％） 
  [国名：      ] 
   （比率：   ％） 

 

 外

資

状

況 

  

19 
 貸 借 対 照 表 

①流  動  資  産 (千 円 ) (ｍ )             
 ２ 日 本 国 籍 会 社 

  [国名：      ] 
   （比率：    ％） 

 
 ②流  動  負  債 (千 円 )  (ｎ )             
  
 ③固  定  資  産 (千 円 ) (Ｑ )             
   
 ④総  資  本  額 (千 円 ) (Ｒ )            22 ① 創     業    年  月  日  
  
  営

業

年

数

等 
② 休 業 又 は 転 （ 廃 ） 業 の 

期間 
   年  月  日から 
   年  月  日まで 

 
 

20 
 経 営 比 率 

① 総 資 本 純 利 益 率 （Ｓ／Ｒ×100）    ．  (％)   
  

 ② 流 動 比 率 （ｍ／ｎ×100）    ．  (％)  ③ 現組織への変更    年  月  日  
  
 ③ 自 己 資 本 固 定 比

率 
（Ｐ／Ｑ×100）    ．  (％)  ④ 営 業 年 数    （年）  

  
   
 23 

 常 勤 職 員 の 数 
(人) 

① 技 術 職 員 ② 事 務 職 員 ③ その他の職員 ④  計   ⑤役職員等  
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一級建築士 二級建築士 
一 級 土 木 施 
工 管 理 技 士 

二 級 土 木 施 
工 管 理 技 士 

測量士 測量士補 環境計量士 
不 動 産 
鑑 定 士 

不 動 産 
鑑定士補 

土地家屋 
調 査 士 

司法書士  
有
資
格
者
数 

(人) 

                                   

 技    術    士 

    

 

 建設部門 農業部門 林業部門 水道部門 
電気・電子部

門 
機械部門 地質調査  
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別紙第１１号様式（第 21 条関係） 

様式２ 
 

  

 

※受付番号           ※業者コード            

 
（登録業種区分）                      測 量 等 実 績 調 書 

注 文 者 
元請又は 
下請の別 

件          名 測量等対象の規模等 

業務履行場所
の 

ある都道府県名 

請負代金の額 
(千円) 

着 工
年 月 

完成（予定）年
月 

      年  月 
年  月 

      年  月 
年  月 

      年  月 
年  月 

      年  月 
年  月 

      年  月 
年  月 

      年  月 
年  月 

      年  月 
年  月 

      年  月 
年  月 

      年  月 
年  月 

      年  月 
年  月 

      年  月 
年  月 

      年  月 
年  月 

      年  月 
年  月 

記載要領  
 １ 本表は、登録を受けた業種の各別又はその他の営業の種類の各別に作成すること。  
 ２ 本表は、直前２年間の主な完成業務及び直前２年間に着手した主な未完成業務について記載すること。  
 ３ 下請については、「注文者」の欄には元請業者名を記載し、「件名」の欄には下請件名を記載すること。  
 ４ 「測量等対象の規模等」の欄には、例えば測量の面積・精度等、設計の階数・構造・延べ面積等を記載すること。  
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 ５ 「請負代金の額」は、消費税込みの金額を記載すること。
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別紙第１２号様式（第 21 条関係） 
様式３ 

 
   

 ※受付番号           ※業者コード             

 
 
（種類）                                     技    術    者    経    歴    書 

 

 
氏   名 

最  終  学  校 法令による免許等 
実   務   経   歴 

実務経験年月
数 

 
学校の種類 専攻学科      名     称 取得年月日        

     年 月 日  年   月  

     年 月 日  年   月  

     年 月 日  年   月  

     年 月 日  年   月  

     年 月 日  年   月  

     年 月 日  年   月  

     年 月 日  年   月  

     年 月 日  年   月  

     年 月 日  年   月  

     年 月 日  年   月  

     年 月 日  年   月  

     年 月 日  年   月  

     年 月 日  年   月  

     年 月 日  年   月  

     年 月 日  年   月  

     年 月 日  年   月  

記載要領 
 １ 本表は、土木、建築若しくは設備又は職種の各別に作成すること。 
   また、「氏名」の記載は、営業所（本店又は支店若しくは常時契約を締結する事務所）ごとにまとめて行い、その直前に、（ ）書きで当該営業所名を記載するこ

と。 
 ２ 「学校の種類」の欄には、大学、高等専門学校等の別を記載すること。 
 ３ 「法令による免許等」の欄には、業務に関し法律又は命令による免許又は技術若しくは技能の認定を受けたものを記載すること。 
    （例：○○建築士、○○土木施工管理技士） 
 ４ 「実務経歴」の欄には、最近のものから記載し、純粋に測量、建設コンサルタント等業務に従事した職種及び地位を記載すること。 
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別紙第13 号様式(第21 条関係) 

(様式4)                                                                      

※ 受付番号            ※ 業者コード           

営    業    所    一    覧    表 

番号 営 業 所 名 称 郵 便 番 号 所          在          地 
電 話 ・ F A X 番 号 

市 外 番 号 市 内 局 番 番 号 
                                           

           －                                                                           
                                           

                                                                                                                                 

           －                                                                           
                                           

                                           
                                                                                      

           －                                
                                           
                                           

                                           
                                                                                      

           －                                
                                           
                                           

                                           
                                                                                      

           －                                
                                           
                                           

                                           
                                                                                      

           －                                
                                           
                                           

                                                                                                                                 

           －                                                                           
                                           

                                           
                                                                                      

           －                                
                                           
                                           

                                           
                                           

記載要領 
１ 「営業所名称」欄には、常時契約を締結する本店又は支店等営業所の名称を記載する。 
２ 「所在地」欄には、営業所の所在地を上段から左詰めで記載すること。 
３ 「電話・ＦＡＸ番号」欄には、上段に電話番号を、下段にＦＡＸ番号をそれぞれ記載する。 


